
第３期阪南市子ども・子育て支援事業計画（骨子案）（概要） 

 第１章　計画策定にあたって（Ｐ１～Ｐ４） 

　１　計画策定の趣旨 

　　　近年の社会潮流や第２期阪南市子ども・子育て支援事業計画を踏まえて、

阪南市の子ども・子育て支援を総合的かつ計画的に取り組むために、第３期

阪南市子ども・子育て支援事業計画を策定します。 

　２　計画の法的根拠と位置づけ 

　　①法的根拠 

　　　・市町村子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援法） 

　　　・市町村行動計画（次世代育成支援対策推進法） 

　　　・市町村計画（こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律） 

　　　・自立促進計画（母子及び父子並びに寡婦福祉法） 

　　②位置づけ 

　　　最上位計画：阪南市総合計画 

　３　計画の期間 

　　　令和７年度～令和１１年度 

　４　計画策定体制 

　　　阪南市子ども・子育て会議 

　５　計画の対象 

　　　阪南市に在住する妊婦やその家庭、12 歳未満の児童とその家庭の全て。 

　　　ただし、施策の内容等により柔軟に対応。 

 

第２章　本市の子育てを取り巻く現状等（Ｐ５～Ｐ３８） 

　１　人口の推移 

　　　11 歳までの児童数 

　　　実績：4,466 人（令和2 年）→3,556 人（令和６年） 

見込：3,373 人（令和7 年）→2,700 人（令和11 年） 

　２　世帯と就労の状況 

25 歳～44 歳女性の就業率（令和2 年） 

阪南市：62.2％、大阪府：61.4％、全国：66.7％、 

　３　本市の就学前教育・保育施設の設置状況及び利用状況等 

　　　令和6 年5 月1 日現在の利用児童数 

　　　　公立幼稚園：95 人、公立保育所：191 人 

　　　　私立幼稚園：105 人、私立認定こども園：682 人 

　４　アンケート結果からみる現状 

　　　（目的）利用状況・利用意向及び生活実態や要望等を把握するため 

　　　（有効回収率）就学前児童：40.9％、就学児童：53.1％ 

　５　サウンディング型調査 

　　　（目的）現状と課題を詳細に把握し、今後の子育て施策の推進を図るため 

　　　（参加事業者）　●者 

　６　第２期計画期間における実績 

　　　→第２期計画期間中の量の見込みを実績から分析しています。 

　７　第２期計画の振り返りと今後の方向性 

　　　→第２期計画を振り返り、今後の方向性を記載しています。

第３章　計画の基本的な考え方（Ｐ３９～Ｐ４０） 

１　基本理念 

　　　子どもの笑顔と笑い声があふれるまち、はんなん 

　２　基本目標と施策の体系 

　　（子ども・子育て支援） 

　　　基本目標１　子どもが心身ともに健やかに育つ環境づくり 

　　　基本目標２　子どもの人権を尊重し、安全・安心に暮らせる環境づくり  

　　　基本目標３　安心して子どもを産み、育てることができる環境づくり 

　　（子どもの貧困の解消） 

　　　基本目標１　子どもへの教育支援 

　　　基本目標２　子どもや保護者の生活の支援 

　　　基本目標３　生活基盤の確立支援 

（ひとり親家庭等自立促進） 

　　　基本目標１　就業支援の推進 

　　　基本目標２　経済的支援の充実 

　　　基本目標３　相談・情報提供体制の充実 

 

第４章　子ども・子育て支援事業における基本目標ごとの取組（Ｐ４１～Ｐ４３）  

　基本目標１　子どもが心身ともに健やかに育つ環境づくり 

　　→●●など、全●つの取組を掲載 

　基本目標２　子どもの人権を尊重し、安全・安心に暮らせる環境づくり 

　　→●●など、全●つの取組を掲載 

基本目標３　安心して子どもを産み、育てることができる環境づくり 

　　→●●など、全●つの取組を掲載 

 

第５章　子ども・子育て支援事業における量の見込みと確保方策（Ｐ４４～Ｐ５０） 

　１　教育・保育提供区域の設定 

　　　１区域 

　２　幼児期の学校教育・保育 

（単位：人）　 

　３　地域子ども・子育て支援事業 

　　　→全１３事業の量の見込みと確保方策を定めています。

第６章　子どもの貧困の解消（Ｐ５１～Ｐ６７） 

１　趣旨 

・子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、全ての子どもが夢

と希望を持って成長していける社会の実現をめざします。 

・「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」や「こども　

の貧困の解消に向けた対策に関する大綱」の趣旨に鑑み、子どもの貧

困対策を総合的かつ計画的に推進します。 

２　基本目標ごとの取組 

　　　基本目標１　子どもへの教育支援 

　　　　→●●など、全●つの取組を掲載 

　　　基本目標２　子どもや保護者の生活の支援 

　　　　→●●など、全●つの取組を掲載 

基本目標３　生活基盤の確立支援 

　　　　→●●など、全●つの取組を掲載 

 

第７章　ひとり親家庭等自立促進（Ｐ６８～Ｐ８１） 

１　趣旨 

・自らの力を発揮し安定した生活を営みながら、安心して子どもを育て

ることのできる社会の実現をめざします。 

・「母子及び父子並びに寡婦福祉法」やの趣旨に鑑み、ひとり親家庭等の

自立促進を総合的かつ計画的に推進します。 

２　基本目標ごとの取組 

　　　基本目標１　就業支援の推進 

　　　　→●●など、全●つの取組を掲載 

　　　基本目標２　経済的支援の充実 

　　　　→●●など、全●つの取組を掲載 

基本目標３　相談・情報提供体制の充実 

　　　　→●●など、全●つの取組を掲載 

 

第８章　計画の推進（Ｐ８２） 

１　計画の推進主体と連携の強化 

・市内関係機関と連携して横断的な施策に取り組みます。 

・多くの方の意見を取り入れながら取組を広げます。 

・社会情勢の急速な変化に迅速に対応します。 

２　計画の進行管理 

　　　阪南市子ども・子育て会議において、点検及び評価を各年度で行い、

施策の改善につなげます。
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0 28 28 28 28 28

 1 124 124 124 124 124

 2 152 152 152 152 152

 3～5（保育） 449 430 420 394 373

 3～5（教育） 262 251 244 228 216
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 3～5（保育）

 3～5（教育）

本日の会議（議題２）で検討

資料４


